
一
頁

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
育
成
医
療
・
更
生
医
療
）
療
養
担
当
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案

新
旧
対
照
条
文

目

次

○

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関(

育
成
医
療
・
更
生
医
療)

療
養
担
当
規
程
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
一
関
係
）

○

医
療
観
察
指
定
医
療
機
関
医
療
担
当
規
程
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
六
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
二
関
係
）

○

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
療
養
担
当
規
程
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
三
関
係
）



二
頁

○

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関(

育
成
医
療
・
更
生
医
療)

療
養
担
当
規
程
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
五
号
）
新
旧
対
照
表
（
第
一
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
診
療
開
始
時
の
注
意
）

（
診
療
開
始
時
の
注
意
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
は
、
受
給
者
証
に
記
載
さ
れ
た
医
療
の
具
体
的
方

２

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
は
、
受
給
者
証
に
記
載
さ
れ
た
医
療
の
具
体
的
方
針

針
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
受
給
者
証
を
交
付
し
た

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
受
給
者
証
を
交
付
し
た
市
町

市
町
村
と
協
議
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

村(

育
成
医
療
に
係
る
受
給
者
証
の
交
付
に
関
し
て
は
、
都
道
府
県
と
す
る
。
以

下
「
市
町
村
等
」
と
い
う
。)

と
協
議
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(

証
明
書
等
の
交
付)

（
証
明
書
等
の
交
付
）

第
六
条

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
は
、
そ
の
診
療
中
の
受
診
者
又
は
受
診
者
の

第
六
条

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
は
、
そ
の
診
療
中
の
受
診
者
又
は
受
診
者
の
保

保
護
者
及
び
当
該
者
に
対
し
支
給
認
定
を
行
っ
た
市
町
村
か
ら
、
自
立
支
援
医

護
者
及
び
当
該
者
に
対
し
支
給
認
定
を
行
っ
た
市
町
村
等
か
ら
、
自
立
支
援
医
療

療
に
つ
き
必
要
な
証
明
書
又
は
意
見
書
等
の
交
付
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
無

に
つ
き
必
要
な
証
明
書
又
は
意
見
書
等
の
交
付
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
無
償
で

償
で
こ
れ
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
が
受
診
者
に
つ
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

第
九
条

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
が
受
診
者
に
つ
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

に
該
当
す
る
事
実
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
意
見
を
付

該
当
す
る
事
実
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
意
見
を
付
し
て

し
て
受
給
者
証
を
交
付
し
た
市
町
村
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

受
給
者
証
を
交
付
し
た
市
町
村
等
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
に
関
す
る
特
例
）

（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
に
関
す
る
特
例
）

第
十
条

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
で
あ
る
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第

第
十
条

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
で
あ
る
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七

七
十
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
又
は
介
護

十
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
又
は
介
護
保
険

保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指

法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
同
法
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
を
行

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
同
法
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
を
行
う
者
に

う
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護

限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
五
条
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
第

予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
同
法
第
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪

七
条
中
「
関
す
る
診
療
録
」
と
あ
る
の
は
「
対
す
る
指
定
訪
問
看
護
又
は
指
定
居

問
看
護
を
行
う
者
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
五
条
の

宅
サ
ー
ビ
ス(

訪
問
看
護
に
限
る
。)

の
提
供
に
関
す
る
諸
記
録
」
と
、
「
健
康
保

規
定
は
適
用
せ
ず
、
第
七
条
中
「
関
す
る
診
療
録
」
と
あ
る
の
は
「
対
す
る
指

険
の
例
に
よ
っ
て
」
と
あ
る
の
は
「
健
康
保
険
の
例
に
よ
っ
て
（
指
定
居
宅
サ
ー



三
頁

定
訪
問
看
護
又
は
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
訪
問
看
護
に
限
る
。
）
若
し
く
は
指

ビ
ス
事
業
者
に
あ
っ
て
は
介
護
保
険
の
例
に
よ
っ
て
）
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
予
防
訪
問
看
護
に
限
る
。
）
の
提
供
に
関
す
る

え
て
適
用
す
る
。

諸
記
録
」
と
、
「
健
康
保
険
の
例
に
よ
っ
て
」
と
あ
る
の
は
「
健
康
保
険
の
例

に
よ
っ
て
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
に
あ
っ
て
は
介
護
保
険
の
例
に
よ
っ
て
）
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
て
適

用
す
る
。



四
頁

○

医
療
観
察
指
定
医
療
機
関
医
療
担
当
規
程
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
六
十
七
号
）
新
旧
対
照
表
（
第
二
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
に
関
す
る
特
例
）

（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
に
関
す
る
特
例
）

第
七
条

指
定
医
療
機
関
で
あ
る
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）

第
七
条

指
定
医
療
機
関
で
あ
る
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第

第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
又
は
介
護
保
険
法
（

八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
又
は
介
護
保
険
法
（
平
成

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅

九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
同
法
第
七
条
第
八
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
を
行
う
者
に

ス
事
業
者
（
同
法
第
七
条
第
八
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
を
行
う
者
に
限
る
。
）

限
る
。
）
若
し
く
は
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ

に
あ
っ
て
は
、
第
五
条
中
「
関
す
る
診
療
録
」
と
あ
る
の
は
「
対
す
る
指
定
訪
問

ー
ビ
ス
事
業
者
（
同
法
第
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
看
護

看
護
又
は
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
訪
問
看
護
に
限
る
。
）
の
提
供
に
関
す
る
諸
記

を
行
う
者
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
五
条
中
「
関
す
る
診
療
録
」
と
あ
る

録
」
と
、
「
健
康
保
険
の
例
に
よ
っ
て
」
と
あ
る
の
は
「
健
康
保
険
の
例
に
よ
っ

の
は
「
対
す
る
指
定
訪
問
看
護
又
は
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
訪
問
看
護
に
限
る

て
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
あ
っ
て
は
介
護
保
険
の
例
に
よ
っ
て
）
」
と

。
）
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
予
防
訪
問
看
護
に
限
る
。
）

、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

の
提
供
に
関
す
る
諸
記
録
」
と
、
「
健
康
保
険
の
例
に
よ
っ
て
」
と
あ
る
の
は

「
健
康
保
険
の
例
に
よ
っ
て
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
あ
っ
て
は
介
護
保
険
の
例
に
よ
っ
て
）
」
と
、
そ
れ
ぞ

れ
読
み
替
え
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。



五
頁

○

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
療
養
担
当
規
程
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
六
号
）
新
旧
対
照
表
（
第
三
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
に
関
す
る
特
例
）

（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
に
関
す
る
特
例
）

第
八
条

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
で
あ
る
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第

第
八
条

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
で
あ
る
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七

七
十
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
又
は
介
護

十
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
又
は
介
護
保
険

保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
同
法
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
を

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
同
法
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
を
行
う
者
に

行
う
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介

限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
五
条
中
「
関
す
る
診
療
録
」
と
あ
る
の
は
「
対
す
る

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
同
法
第
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防

指
定
訪
問
看
護
又
は
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
訪
問
看
護
に
限
る
。
）
の
提
供
に
関

訪
問
看
護
を
行
う
者
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
五
条
中
「
関
す
る
診
療
録

す
る
諸
記
録
」
と
、
「
健
康
保
険
の
例
に
よ
っ
て
」
と
あ
る
の
は
「
健
康
保
険
の

」
と
あ
る
の
は
「
対
す
る
指
定
訪
問
看
護
又
は
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
訪
問
看

例
に
よ
っ
て
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
あ
っ
て
は
介
護
保
険
の
例
に
よ
っ

護
に
限
る
。
）
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
予
防
訪
問
看
護
に

て
）
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。

限
る
。
）
の
提
供
に
関
す
る
諸
記
録
」
と
、
「
健
康
保
険
の
例
に
よ
っ
て
」
と

あ
る
の
は
「
健
康
保
険
の
例
に
よ
っ
て
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
あ
っ
て
は
介
護
保
険
の
例
に
よ
っ
て
）
」
と

、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。


